
児童手当等に係る個人情報の流れ
（1,000万円を超える所得の受給者等の同一生計配偶者に７０歳以上の人がいる場合）

新宿区

①提出
児童手当

児童扶養手当
児童育成手当

ひとり親家庭の医療費助成
システム

申請者

認定申請書・現況届

ホスト連携DBサーバ
（情報システム課管理）

児童福祉総合システム
（情報システム課情報システム統合基盤）

【現行】
令和元年５月支給分までは、税務DBにおいて、同一生計配偶者(※)の年齢が70歳未満の場合は「一般」、
70歳以上の場合は「老人」と区分されていた。
その後、「所得税法等の一部を改正する法律」を受け、令和元年6月から税務DBにおいて、70歳未満と70歳以上を
区分しないこととなった。
そのため、ホスト端末で同一生計配偶者の年齢を目視で確認し、70歳以上の場合は、手作業で老人扶養親族数
としてシステムに入力し、審査を行っている。
※…法改正前は控除対象配偶者

連携税務DB

③取込み（受給者の住民番号で検索）

連携住民DB

②取込み（受給者の住民番号で検索）

⑤審査

⑦郵送

決定通
知書等 ⑥帳票の作成

認定兼支払通知書（紙）
（新規申請及び現況届）

申請書

（資料４７ー１）

ホストコンピューター

住民DB

税務DB

【児童福祉総合システム及びホスト端末における情報保護対策】
・ＩＤ・パスワード認証
・ウイルス対策
・ログ監視
・他ネットワークとの分離

ホスト端末

同一生計配偶者が70
歳以上の場合は、
手作業で老人扶養親
族数としてシステム
に入力している。

令和元年５月支給分

までは、同一生計配偶
者の年齢が70歳未満の
場合は「一般」、70歳
以上の場合は「老人」
と区分されていた。

④目視による同一生計配偶者の
年齢の確認


